


――― 職場実習の様子をお聞かせください。
杣澤さん　予め本人や支援機関の支援者の方と実習前の打ち合わせを
行いました。そして、どのような配慮が必要なのかを理解するために本人
の障害特性について教えていただきました。実習では実際に切り出しをし
た作業に取り組んでいただき、弊社がお願いしたい作業が障害のある方
にとって合っているのかどうかを確認する機会にもなりました。職場の雰
囲気を知っていただくためにも、こちらから積極的にコミュニケーションを
取り、話しかけるようにしました。

木皿さん　私は、実際にやっていただく作業について具体的に見本を示し
ながらご説明しました。そして事前にお伝えいただいていた障害特性について、職場でどのような配慮が必要
なのかを本人と一緒に確認しました。参加されたみなさんにここで働きたい」と思っていただけるように、配慮
事項について丁寧にすり合わせを行いました。また、「仕事は、初めからたくさんのことを任せるのではなく、
徐々に取り組んでいただければ大丈夫ですよ」とお伝えし、働きやすさをアピールしました。

――― 作業の切り出しの仕方について工夫されたところはありますか？
木皿さん　初めに、毎日決まって行う作業を切り出しました。コピー用紙の補充やシュレッダー業務、除菌作業な
どのルーティン業務です。そのほかに不定期ではありますが、データ入力や会議資料作成などの事務補助作業
をお願いしています。普段は、私が担当している総務の仕事から手順が複雑ではない作業を選んでお願いして
います。時期によって業務が少なくなる時があり、そのような時は、別の社員に切り出しを依頼します。部署内に
は、社内のさまざまな業務を熟知している社員が複数おり、社内の業務の中から今の時期ならこの作業の切り出
しが可能と見立てることができます。
　初めは、わからないことがあった時には障害のある社員の隣に座っている私に確認するようにお伝えしていま
した。今は仕事や環境に慣れてきたので、難しい内容でなければ仕事を依頼した社員に、直接本人が確認するよ
うに変わってきました。
　ずっと同じ作業をしていただくということではなく、別の作業を組み込むことで集中が続くように工夫をして
います。併せて、作業内容はあくまでも本人と相談して決めることを意識しています。仕事を無理強いすること
はありませんし、徐々に慣れていってもらえればよいと考えています。
　また、新しい作業をしていただく際には、本人が手順書（マニュアル）を作成して、完成したら私が内容を確認し
ています。手順書（マニュアル）はご自身がわかりやすいように作っていただくことが一番だと考えています。作
業手順が変わった時には、随時更新をしていただくようにお願いしています。

――― 長く働いていただくために、どのような工夫をされていますか。
木皿さん　毎朝、取り組んでいただく作業を一緒に確認したり、ちょっとした雑談をしたりと話しやすい雰囲気
づくりを心掛けており、コミュニケーションを多く取るようにしています。本人がまわりに自然と溶け込んでい

けるように配慮することを意識しています。障害のある方に限らず、人は誰しも苦手なところがあります。障害
を特別視せずに、本人の苦手な部分を周囲が少しフォローしながら、能力を発揮できる環境を整えていくこと
が私たちの大切な役割だと考えています。また、本人が一人で悩みを抱え込まないように、相談しやすい環境
作りも欠かせません。

杣澤さん　東北施設センターでは、障害のある社員と定期面談を行っています。現在雇用している方は就労
定着支援事業（※3）を利用しているので、面談では、最初に本人と就労定着支援事業所の支援員の方とで、
最近の体調や仕事の状況について話をしていただいています。その後、私たちも面談に合流して、内容を共有
したり困りごとなどは解決できるように本人と一緒に考えたりと迅速に対応するようにしています。
　本人の日頃の仕事ぶりを見ていると、一度教えたことは正確に理解して手早くできるようになっていて、驚き
ます。そのような頑張りを評価し、伝えることも大切だと思います。

――― 最後に、これから障害者雇用に取り組む企業へのメッセージをお願いできますか？
杣澤さん　私自身、弊社で障害者雇用に取り組む前は障害のある方に対して固定観念を持っていました。しか
し、職場見学や実習に参加された方々、現在働いてくださっている方と関わることでそれが無くなり、私たちと
何ら変わらない存在であることがわかりました。
　仕事を覚えていただく際には少し配慮が必要ですが、就労移行支援事業所（※４）などの支援機関を利用さ
れている方の場合、事前に本人にどのように伝えると手順や内容を理解していただけるかを支援員に教えて
いただくことができます。また、訓練を受けた方は、メモを取る、わからないことは質問するなどの基本的なこ
とができている方がほとんどですので、しっかり仕事を覚えていただければ、充分戦力になります。そして、口
頭指示だけではなく、自分も一緒にやってみることで障害のある方がどこにつまずいているのかがわかりま
す。それは負担が大きいように感じるかもしれませんが、長い目で見れば費やす時間は微々たるものだと思
います。まずは支援機関に相談してみることをお勧めします。

※1　令和３年３月１日から民間企業の法定雇用率が2.2％から2.3％に引き上げられました。令和6年4月からは、2.5％に
引き上げられます。

※2　はたらポート仙台が「障害者雇用の基礎知識」「障害の種類と配慮事項」等、ご要望に応じたテーマで勉強会を開催
し、社員の方々の障害理解を深めるお手伝いをしています。

※3　生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般就労した障害のある方の就労継続を図るた
め、企業等との連絡調整を行うとともに、日常生活の諸問題の相談、指導及び助言を行う障害福祉サービスです。

※4　一般企業等への就労を希望する障害のある方が就労に必要な知識や技術の向上のために一定期間（標準利用期間
は24ヶ月内）訓練を行う障害福祉サービスです。
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